
片道最大500円

電話１本で予約

ご
利
用
手
順

事前に利用者
登録をしてく
ださい。
（初めての方
のみ）

予約の受付締切
時間までに、該
当のタクシー事
業者に予約をし
てください。

順番にお迎えに伺い、目的地
までお送りします。

※降車時に運賃
をお支払いくだ
さい。

目的地まで送迎

■利用可能日：平日のみ（土・日、祝日、年末年始（12/29～1/3）は利用できません。
■予約受付開始：利用日の１週間前から
■予約受付（平日８時３０分～１７時まで）

○第1.1地域（棡原方面）：(有)駅前タクシー　　　 　
○第1.2地域（西原方面）：上野原タクシー(株)　　　  
○第2地域（大鶴・甲東方面）：富士急バス(株)　　
○第3地域（大目・巌方面）：(有)四方津交通　    
○第4地域（島田・秋山方面）：(有)島田交通　　　 

０５５４－６３－００７７
０５５４－６３－１２３２
０５５４－６３－１２７７
０５５４－６６－２３４１
０５５４－６３－０５５０

※詳しくは裏面をご覧ください。

（停留所間の運行となります）



◆デマンドタクシーとは　　　　

　市民、市民の親族および市内に住居などを有する方など、年齢を問わず利用できます。
　※市外に住所を有する方で申込みを希望される方は、お問合せください。
　上野原デマンドタクシーは、タクシー車両での乗り合いにより、市内各地域から４便、中心市街地から４便、
合計８便で平日に運行しています。
　※同一地域内の停留所間での乗降は可能ですが、中心市街地内の停留所間での利用はできません。

◆利用料金　　　最大５００円/回(片道)

※１　運賃は、１回（片道）の乗車運賃です。
※2　中心市街地までの運賃は、「上野原デマンドタクシー停留所・時刻表」に記載してあります。
※3　同一地域内の停留所間で利用する場合の運賃は、３００円（小学生１５０円）です。

大人（中学生以上） ５００円 一部の地域又は同一地域内　３００円

小学生 ２５０円 一部の地域又は同一地域内　１５０円

乳幼児 無料

□上野原デマンドタクシーに関するお問い合わせ先□
上野原市地域公共交通活性化協議会事務局

［上野原市役所市民部生活環境課生活環境担当］
電話：０５５４-６２-３１１４

◆利用者登録　※初めてデマンドタクシーを利用する場合、事前に利用者登録（無料）が必要です。

　利用者登録申込書に記入のうえ、上野原市役所（生活環境課生活環境担当窓口）へ持参・郵送などで
提出してください。電話での受付も可能です。（申込書は市役所窓口、HPに用意してあります。）

◆利用方法　　

　利用登録者から各地域の運行事業者へ電話で予約します。
※タクシー車両１台で乗りきれない場合は、１台のみ追加で配車しますが、２台でも乗りきれない場合は、予約
をお断りすることがあります。

◆停留所～出発　　 停留所の場所と各便の出発時刻は
　　「上野原デマンドタクシー停留所・時刻表」のとおりです。

※１停留所（○○バス停は除く）には右の看板が設置されています。図¹
※２デマンドタクシーには、車両の側面に右の表示がされています。図²

図¹

図²

　停留所ごとに各便の出発時間が決められていますので、乗車の際は出発時間までに必ずお越しください。
また、デマンドタクシーは予約状況により進行経路が決まります。このため状況により到着時間が遅れること
もありますので予めご了承ください。

　　利用者の皆様には、お互いの思いやりをお願いいたします。

デマンドタクシーHP

第１便 利用日前日の１７時まで　※前日が土･日、祝日、年末年始（12/29～1/3）の場合は、直近の平日

第２便 利用日当日の９時まで 第３便 利用日当日の９時３０分まで

第４便 利用日当日の１１時まで 第５便 利用日当日の１１時３０分まで

第６便 利用日当日の１３時まで 第７便 利用日当日の１３時３０分まで

第８便 利用日当日の１５時２０分まで
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■予約時に伝える事項：①利用する方の登録番号と名前（利用登録証に記載してあります。）
　　　　　　　　　　②利用する日、利用する便の時間
　　　　　　　　　　③乗車する停留所と降車する停留所の停留所番号と停留所の名称
■予約のキャンセル：速やかにご連絡ください。

停留所の場所と各便の出発時刻は
　　「上野原デマンドタクシー停留所・時刻表」のとおりです。

◇「上野原デマンドタクシー停留所・時刻表」は、上野原市HPに掲載
　又、生活環境課の窓口でもお渡ししております。


